
 

 

京都市水道事業条例及び京都市水道事業条例施行規程（水道施設維持負担金制度に関する部分のみ抜粋） 

 

京都市水道事業条例 京都市水道事業条例施行規程 

   

（給水の停止）  

第４条の２ 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、その事由が継続する間、給水を停止することができる。 

⑴ 使用者が料金、第７条第３項に規定する給水装置工事の費用又

は第２４条の５第２号に規定する水道施設維持負担金を期限内に

納入しないとき。 

⑵ 使用者が水道メーターの機能を妨げ、又は正当な理由がなくて

水道メーターの検針若しくは給水装置の立入検査若しくは第２４

条の１２第１項の規定による立入検査を拒み、若しくは妨げてい

るとき。 

⑶ 使用者又は給水装置が設置されている土地若しくは建築物その

他の工作物を管理すべき者（以下「使用者等」という。）が給水

装置の管理を著しく怠っているとき 

⑷ 給水装置の構造及び材質が構造等基準に適合していないとき。 

２ 前項に規定するもののほか、管理者は、給水装置が管理者又は指

定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に係るものでないと

きは、給水を停止することができる。ただし、次の各号のいずれか

に該当するときは、この限りでない。 

 ⑴～⑵ （略） 

３ 前２項に規定するもののほか、管理者は、給水装置が指定給水装
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置工事事業者が次条第１項の規定による承認を受けずに施行した給

水装置工事に係るものであるときは、給水を停止することができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 ⑴～⑵ （略） 

  第４章の２ 地下水等利用専用水道  

（定義）  

第２４条の５ この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 地下水等利用専用水道 専用水道のうち、水道事業により供給

を受ける水（以下この章において「水道水」という。）と地下水

その他の水道水以外の水（以下この章において「地下水等」とい

う。）を利用し、両者を混合して水を供給することができる構造

を有するものをいう。 

⑵ 水道施設維持負担金 地下水等利用専用水道を設置している使

用者（以下この章において「特定使用者」という。）が地下水等

利用専用水道により水を供給するために通常利用している地下水

等の全部又は一部を利用することができない事態が生じたとき

に、当該特定使用者において必要となる水道水であって、当該事

態に備えて、常時供給することができるようにしておくことが本

市に求められているもの（以下この章において「準備水道水」と

いう。）の水量に応じ当該特定使用者から徴収する水道施設の使

用料をいう。 
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⑶ 負担金算定期間 ４月１日以後の直近の定例日の属する月の前

月（管理者が第１７条第２項の規定により検針を行う水道メータ

ーに係る使用者（以下「隔月検針使用者」という。）にあっては、

前々月）の定例日の翌日から同日以後１年を経過する日までの期

間をいう。 

（地下水等利用専用水道の構造） （地下水等利用専用水道の構造に係る基準） 

第２４条の６ 地下水等利用専用水道の構造は、次に掲げる基準に適

合するものでなければならない。 

⑴ 地下水等利用専用水道により水を供給するために利用する地下

水等を計量し、積算することができる装置を設置していること。 

⑵ 地下水等利用専用水道の設置に係る技術上の基準で管理者が定

めるものを満たすこと。 

第１１条の２ 条例第２４条の６第２号に規定する管理者が定める基

準は、地下水等利用専用水道（条例第２４条の５第１号に規定する

地下水等利用専用水道をいう。以下同じ。）の構造について、水道

法その他の水道に関する法令の規定に基づき、適当な措置が講じら

れていることとする。 

２ 前項に定めるもののほか、地下水等利用専用水道の構造に係る技

術上の基準は、管理者が定める。 

（届出） （地下水等利用専用水道の届出） 

第２４条の７ 地下水等利用専用水道を新設しようとする者、地下水

等利用専用水道を増設し、又は改造しようとする特定使用者その他

管理者が定める者は、管理者が定めるところにより、次に掲げる事

項を管理者に届け出なければならない。届け出た事項（管理者が定

めるものに限る。）を変更しようとするときも、同様とする。  

⑴ 氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者名並びに主た

る事務所の所在地） 

⑵ 地下水等利用専用水道を設置している施設（新設しようとする

第１１条の３ 条例第２４条の７第１項前段に規定する管理者が定め

る者は、地下水等利用専用水道を設置している者であって、当該地

下水等利用専用水道により水を供給するために条例第３条第１項の

規定による承認を受けようとする者とする。 

２ 条例第２４条の７第１項前段の規定による届出は、地下水等利用

専用水道の新設、増設又は改造に係る工事（以下「専用水道工事」

という。）に着手する日の７日前までに行うものとする。ただし、

次の各号に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる日までに行
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場合にあっては、その新設しようとする施設）の名称及び所在地 

⑶ 地下水等利用専用水道による水の供給を開始する年月日  

⑷ 地下水等利用専用水道により水を供給するために、１の負担金

算定期間に使用する水道水の水量及びその１月（隔月検針使用者

にあっては、２月）ごとの内訳 

⑸ １の負担金算定期間に係る準備水道水の水量及びその１月（隔

月検針使用者にあっては、２月）ごとの内訳 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項 

２ 前項第４号及び第５号に掲げる事項の変更については、特定使用

者は、当該変更をしようとする負担金算定期間の初日の前日までの

期間において管理者が定める日（管理者がやむを得ない理由がある

と認めるときは、当該変更をしようとする負担金算定期間の初日の

前日）までに、同項後段の規定による変更の届出（以下「水量変更

の届出」という。）をしなければならない。 

３ 特定使用者は、地下水等利用専用水道を廃止しようとするときそ

の他管理者が定めるときは、管理者が定めるところにより、管理者

に届け出なければならない。 

うものとする。 

 ⑴ 専用水道工事に着手するまでに当該専用水道工事に伴う給水装

置の工事につき条例第５条第１項本文の承認を受けるための申請

をするとき 申請をしようとする日 

 ⑵ 地下水等利用専用水道を設置している者が、当該地下水等利用

専用水道により水を供給するために条例第３条第１項の規定によ

る承認を受けようとするとき 水の供給を開始する日の１箇月前

の日 

３ 条例第２４条の７第１項後段の規定による変更は、地下水等利用

専用水道に係る設備以外に関するものとし、当該変更をしようとす

る日の７日前までに管理者に届け出るものとする。 

４ 条例第２４条の７第２項に規定する管理者が定める日は、同項の

規定による変更をしようとする負担金算定期間（条例第２４条の５

第３号に規定する負担金算定期間をいう。）の初日の１箇月前の日

とする。 

５ 条例第２４条の７第３項の規定により地下水等利用専用水道を廃

止しようとするときは、当該地下水等利用専用水道を廃止しようと

する日の１箇月前までに届け出るものとする。 

（年間計画使用水量等の認定等）  

第２４条の８ 管理者は、特定使用者に関し、次条第１項の規定によ

り水道施設維持負担金の額を算定する基礎として用いるため、次に

掲げる事項を考慮して、１の負担金算定期間において当該特定使用

者のために必要となる水道水の水量（準備水道水の水量を含む。以
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下「年間計画使用水量」という。）及びその１月（隔月検針使用者

にあっては、２月）ごとの内訳（以下「期間別計画使用水量」とい

う。）を認定するものとする。 

⑴ 前条第１項第４号及び第５号の規定による届出のあった水量の

合計 

⑵ 第２４条の１１の規定による報告又は資料の提出があった場合

における当該報告又は当該資料 

⑶ 第２４条の１２第１項の規定による立入検査を行った場合にお

ける当該立入検査の結果 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項 

２ 管理者は、水量変更の届出があったときは、前項の規定に準じて、

当該水量変更の届出があった日の属する負担金算定期間の次の負担

金算定期間から年間計画使用水量（期間別計画使用水量を含む。以

下この項から第４項までにおいて同じ。）を変更するものとする。

ただし、管理者が特に必要と認めるときは、管理者が定めるところ

により、当該水量変更の届出があった日の属する負担金算定期間か

ら年間計画使用水量を変更することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、管理者は、地下水等利用専用水道によ

り水を供給するために利用した水道水及び地下水等の水量と年間計

画使用水量とが著しく相違する等年間計画使用水量が合理的でない

と明らかに認められるときは、特定使用者に対し、相当の期間を定

めて、水量変更の届出を行うよう求めることができる。 

４ 管理者は、前項の規定による求めをした場合において、同項に規
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定する期間を経過してもなお特定使用者が正当な理由がなくてこれ

に応じないときは、職権により、当該期間を経過した日の属する負

担金算定期間から年間計画使用水量を変更することができる。 

５ 管理者は、第１項の規定による認定又は第２項若しくは前項の規

定による変更をしたときは、管理者が定めるところにより、特定使

用者に通知するものとする。 

６ １の特定使用者が２以上の地下水等利用専用水道を設置している

ときは、第１項の規定による認定、第２項及び第４項の規定による

変更並びに前項の規定による通知は、地下水等利用専用水道ごとに

行う。 

（水道施設維持負担金の算定等）  

第２４条の９ 水道施設維持負担金の額は、年間計画使用水量から負

担金算定期間において地下水等利用専用水道により水を供給するた

めに使用した水道水の水量（以下「水道水実使用水量」という。）

に２を乗じて得た水量を控除して得た水量（当該水量が零を下回る

場合には、零とする。）１立方メートルにつき１４３円に１００分

の１１０を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 前項の規定にかかわらず、負担金算定期間の中途において、地下

水等利用専用水道による水の供給を開始し、又はやめたときにあっ

ては、当該負担金算定期間において地下水等利用専用水道により水

を供給した期間に係る期間別計画使用水量を合計した水量から当該

期間の水道水実使用水量に２を乗じて得た水量を控除して得た水量
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（当該水量が零を下回る場合には、零とする。）１立方メートルに

つき１４３円に１００分の１１０を乗じて得た額とする。この場合

において、当該額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 

３ 前項の場合において、１月（隔月検針使用者にあっては、２月）

の中途において、地下水等利用専用水道による水の供給を開始し、

又はやめたときの同項の規定による水道施設維持負担金の額の算定

に用いる当該１月（隔月検針使用者にあっては、２月）に係る期間

別計画使用水量は、日割りにより計算する。 

４ 第１項の規定にかかわらず、第２４条の８第２項又は第４項の規

定により、負担金算定期間の中途において、年間計画使用水量を変

更した場合における当該負担金算定期間に係る水道施設維持負担金

の額は、これを年間計画使用水量を変更した日までの分とその翌日

以後の分とに分け、それぞれ前２項の規定に準じて計算して得た額

の合計額とする。この場合において、当該合計額に１円未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。 

５ 管理者は、第１項、第２項及び前項の規定により負担金算定期間

の水道施設維持負担金の額を算定したときは、管理者が定めるとこ

ろにより、その額を特定使用者に通知するものとする。 

６ １の特定使用者が２以上の地下水等利用専用水道を設置している

ときは、第１項、第２項及び第４項の規定による水道施設維持負担

金の額の算定及び前項の規定による通知は、地下水等利用専用水道

ごとに行う。 
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（水道施設維持負担金の納入） （水道施設維持負担金の納入） 

第２４条の１０ 特定使用者は、前条第５項の規定による通知を受け

たときは、管理者が定めるところにより、水道施設維持負担金を納

入しなければならない。 

第１１条の４ 水道施設維持負担金（条例第２４条の５第２号に規定

する水道施設維持負担金をいう。以下同じ。）は、次の各号のいず

れかに掲げる方法により納入しなければならない。 

 ⑴ 一時に全額を納入する方法 

 ⑵ 全額を管理者が定める回数に分割して納入する方法 

２ 水道施設維持負担金の納入期限は、第８条に定める料金の納入期

限に準じる。 

（報告又は資料の提出） （報告、資料の提出又は立入検査） 

第２４条の１１ 管理者は、この章の規定の施行に必要な限度におい

て、特定使用者、地下水等利用専用水道（専用水道であって地下水

等利用専用水道に該当するかどうかが明らかでないものを含む。次

条第１項において同じ。）を新設しようとしている者その他管理者

が定める者（次条第１項及び第２項において「特定使用者等」とい

う。）に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 

第１１条の５ 条例第２４条の１１に規定するその他管理者が定める

者は、次の各号に掲げる者とする。 

 ⑴ 水道法第３４条第１項前段において準用する同法第１９条第３

項の規定に基づき設置されている地下水等利用専用水道の水道技

術管理者 

 ⑵ その他管理者が必要と認める者 

（立入検査）  

第２４条の１２ 管理者は、この章の規定の施行に必要な限度におい

て、管理者が指定する職員に、地下水等利用専用水道の設置場所に

立ち入り、必要な検査をさせ、又は特定使用者等に質問させること

ができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示
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す証明書を携帯し、特定使用者等の請求があったときは、これを提

示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のため

に認められたものと解釈してはならない。 

（過料）  

第２７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、５０,

０００円以下の過料を科することができる。 

⑴ 料金又は第２４条の５第２号に規定する水道施設維持負担金の

支払を免れようとした者 

⑵ 給水装置の管理義務を著しく怠った者 

⑶ 正当な理由がなくて第２４条の７第１項又は第３項の規定によ

る届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

⑷ 正当な理由がなくて第２４条の１１の規定による報告若しくは

資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 

⑸ 正当な理由がなくて第２４条の１２第１項の規定による立入検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、

若しくは虚偽の陳述をした者 

２ 市長は、詐欺その他不正の行為により料金又は第２４条の５第２

号に規定する水道施設維持負担金の支払を免れた者に対して、その

支払を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額

が５０,０００円を超えないときは、５０,０００円とする。）以下

の過料を科することができる。 
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（減免）  

第２８条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、料金、過入

金、管理者が施行する給水装置工事の費用又は第２４条の５第２号

に規定する水道施設維持負担金を減額し、又は免除することができ

る。 

２～３ （略） 

 

 

附 則（平成２９年３月３０日条例第５６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第４条

の２の改正規定（同条第１項第１号の改正規定を除く。）、第４章

の次に１章を加える改正規定（第２４条の９及び第２４条の１０に

係る部分を除く。）及び第２７条第１項の改正規定（同項に３号を

加える部分に限る。）は、平成２９年１０月１日から施行する。 

（既存の地下水等利用専用水道等に関する経過措置） 

２ 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現にこの条例による

改正後の京都市水道事業条例（以下「改正後の条例」という。）第

２４条の５第１項に規定する地下水等利用専用水道を設置している

使用者（附則第４項から第６項までにおいて「既設置使用者」とい

う。）は、平成３０年３月３１日までに、改正後の条例第２４条の

７第１項前段に規定する特定使用者に準じて、管理者に届け出なけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める日から施行する。 

 ⑴ 第１０条及び第１１条の改正規定 平成２９年４月１日 

 ⑵ 第１１条の２、第１１条の３及び第１１条の５の改正規定並び

に附則第２項の規定 平成２９年１０月１日 

 ⑶ 第１１条の４の改正規定 平成３０年４月１日 
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３ 前項の規定による届出をした者は、改正後の条例第２４条の７第

１項前段の規定による届出をしたものとみなす。 

４ 既設置使用者に係る改正後の条例第２４条の９第１項、第２項及

び第４項の規定により算定される水道施設維持負担金のうち、当該

水道施設維持負担金に係る改正後の条例第２４条の５第３号に規定

する負担金算定期間の末日（次項において「算定期間末日」という。）

が平成３１年３月３１日以前のものについては、改正後の条例第２

４条の９第４項及び第２４条の１０の規定は、適用しない。 

５ 改正後の条例第２４条の９第１項、第２項及び第４項の規定にか

かわらず、既設置使用者に係る水道施設維持負担金の額は、これら

の項の規定に基づき算定した水道施設維持負担金の額に、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

この場合において、当該額に１円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。 

 ⑴ 算定期間末日が、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１

日までのもの １００分の２５ 

 ⑵ 算定期間末日が、平成３２年４月１日から平成３３年３月３１

日までのもの １００分の５０ 

 ⑶ 算定期間末日が、平成３３年４月１日から平成３４年３月３１

日までのもの １００分の７５ 

６ 附則第２項から前項までの規定は、管理者が定めるところにより、

既設置使用者に準じる者として管理者が定めるものに準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（既設置使用者に準じる者） 

２ 京都市水道事業条例の一部を改正する条例（平成２９年３月３０

日京都市条例第５６号。以下「改正条例」という。）附則第６項に

規定する管理者が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 
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（罰則に関する経過措置） 

７ この条例の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用に

ついては、それぞれなお従前の例による。 

（その他の経過措置） 

８ この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過

措置は、管理者が定める。 

⑴ 改正条例附則第１項ただし書に規定する改正規定の施行の際現

に地下水等利用専用水道を新設し、増設し、又は改造する工事に

着手している使用者（新設の場合にあっては、水道水の供給を受

けようとする者を含む。） 

 ⑵ 前号に掲げる者に準じる者であって、管理者が適当と認めるも 

  の 

附 則（平成３１年３月２８日条例第１１４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第４条の２の改正規定 この条例の公布の日 

 ⑵ （略） 

（適用区分） 

２～４ （略） 

５ 改正後の条例第２４条の９第１項及び第２項の規定は、改正後の

条例第２４条の５第３号に規定する負担金算定期間(以下「負担金

算定期間」という。)の末日(負担金算定期間の中途において、同条

第１号に規定する地下水等利用専用水道による水の供給をやめた

場合にあっては、当該水の供給をやめた日。以下「算定期間末日」

という。)が施行日以後となる場合の当該負担金算定期間に係る水

道施設維持負担金(同条第２号に規定する水道施設維持負担金をい
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う。以下同じ。)について適用し、算定期間末日が施行日前となる

場合の当該負担金算定期間に係る水道施設維持負担金については、

なお従前の例による。 

６～７ （略） 

 


